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１．はじめに
　日本にとって、台湾は輸出相手国として、アメリ
カ、中国、韓国に次ぐ第４位、輸入相手国として、
中国、アメリカ、オーストラリア、韓国に次ぐ第５
位の重要な貿易パートナーです１。
　日本からの輸出品目としては、精密部品の他に、
混合調味料、菓子等の加工食品、酒等が幅広く台湾
へ輸出されており、一部の食品に関して輸入の規制

はあるものの、日本の食品は衛生的で安心、デザイ
ンが良い等の好意的なイメージも定着してきている
ところです。
　その反面、「讃岐」等の地名や周知な企業名が第
三者によって多数出願登録される事例が相次いだこ
とも記憶に新しく、ビジネス展開にあたっては未だ
潜在的なリスクも内包しているといわなければなり
ません。
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　台湾では、2012年７月に改正商標法が施行されて
４年以上が経過し、改正法に基づく制度運用が定着
する中で、台湾初の女性総統となった蔡英文氏は環
太平洋経済連携協定（TPP）加入への意欲を示して
おり、昨年（2016年）５月にはこれに合わせた商標
法の改正法草案も発表されています。
　上記の状況を踏まえ、台湾における商標保護の現
況を把握することが重要であると考えました。

２．基本情報
　日中共同宣言において、中国政府は台湾が中国領
土の一部であることを表明しており、日本政府はこ
の立場を尊重するとしている。このため、日台関係
は非政府間の実務関係として維持されている。
　面積は、３万６千平方キロメートル（九州よりや
や小さい）、人口は、約2,350万人（2016年４月）。２

　行政、立法、監察、司法、考試（国家公務員試験
など）の「五権分立」による権力分立が採用されて
いる。
　2016年、台湾にとって、日本は輸入相手国として
中国に次ぐ第２位、輸出相手国として中国、香港、
米国に次ぐ第４位となっている３。日本から台湾へ
の主要輸出品目は、半導体等電子部品、プラスチッ
ク、非鉄金属となっている。

３．知的財産に関する主要な国際条約
　台湾は、パリ条約を含む国際条約・国際協定には
非加盟である。このため、条約上の優先権を主張す
ることはできない。しかし、WTO加盟に伴い2002
年１月１日よりTRIPs協定が効力を生じ、出願人の
国籍、住所、営業所のいずれかをおく国が台湾と互
恵関係を結んでいれば優先権を主張することができ
る。台中間は、「海峡両岸における知的財産権の保
護及び協力協定」の特別規定により優先権を相互に
承認している。

４．組織
　商標登録出願の審査及び商標権の付与を行う主務
官庁は、経済部に属する知的財産局である。知的財
産局職員数は949名（2015年８月31日付）４。商標部
は、第一科から第六科まで６つの部門に分けられて
いる。このうち第一科は、商標の移転やライセンス
登録等を担当し、第二科から第五科までが産業分野
別の審査部門、第六科が異議申立、不使用取消、無
効請求等を扱う。

５．統計
　出願件数の推移は以下の通り５。ごく緩やかな増
加傾向ではあるが、アジアでは、中国、インド、韓国、
日本に次ぐ第５位。

　2015年における出願人国別件数では、台湾の
国内出願が73.07%と圧倒的首位、次いで、中国

（4.99％）、米国（4.88％）、日本（4.44％）、香港（1.73％）
と続く。６

６．手続
　台湾の商標制度は、登録主義、先願主義、登録後
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商標出願 国別内訳（2015年）

台湾 中国 米国 日本 香港 韓国 その他


